
岩手県選挙管理委員会告示第40号 

 岩手県選挙等執行規程の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成29年６月27日 

                                         岩手県選挙管理委員会     

委員長 八木橋 伸 之  

   岩手県選挙等執行規程の一部を改正する告示 

 岩手県選挙等執行規程（昭和57年岩手県選挙管理委員会告示第11号の２）の一部を次のように改正する。 

 改正前 改正後 

１  （代理人であることの確認）  （代理人であることの確認） 

 第40条 市町村の委員会の委員長は、令第50条（投票用紙及

び投票用封筒の請求）第４項（令第51条（船員の不在者投

票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例）第２項

において準用する場合を含む。）又は令第59条の６（指定

船舶に乗船している船員の不在者投票の特例）第２項の規

定による請求又は申立てが不在者投票管理者の代理人によ

って行われた場合においては、その者が代理人であること

を確認し、その結果を前条の不在者投票事務処理簿に記録

しておかなければならない。 

第40条 市町村の委員会の委員長は、令第50条（投票用紙及

び投票用封筒の請求）第４項（令第51条（船員の不在者投

票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例）第２項

において読み替えて準用する場合を含む。）若しくは令第

59条の６（指定船舶等に乗船している船員の不在者投票の

特例）第２項の規定による請求若しくは申立てが不在者投

票管理者の代理人によって行われた場合又は令第59条の６

の３（不在者投票管理者の管理する場所において投票をす

ることができない船員の不在者投票の特例）第１項の規定

による請求が船員の代理人によって行われた場合において

は、その者が代理人であることを確認し、その結果を前条

の不在者投票事務処理簿に記録しておかなければならない

。 

  （指定船舶船員投票送信用紙等交付簿）  （指定船舶等船員投票送信用紙等交付簿） 

 第42条 令第59条の６（指定船舶に乗船している船員の不在

者投票の特例）第２項に規定する指定市町村の委員会の委

員長は、指定船舶船員投票送信用紙等交付簿（様式第32号

）を備え、所要の事項を記載しなければならない。 

第42条 令第59条の６（指定船舶等に乗船している船員の不

在者投票の特例）第２項に規定する指定市町村の委員会の

委員長は、指定船舶等船員投票送信用紙等交付簿（様式第

32号）を備え、所要の事項を記載しなければならない。 

 様式第29号（第39条関係） 様式第29号（第39条関係） 
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       ２項         ２項   
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 様式第32号（第42条関係） 様式第32号（第42条関係） 

 指定船舶船員投票送信用紙等交付簿 指定船舶等船員投票送信用紙等交付簿 
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２ 様式第49号の２（第73条関係） 様式第49号の２（第73条関係） 

 ［略］ ［略］ 
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 様式第50号の２（第73条関係） 様式第50号の２（第73条関係） 
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       第３区             第３区       
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 様式第54号（第76条関係） 様式第54号（第76条関係） 

   ［略］    ［略］  
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   ［略］    ［略］  

 様式第56号（第76条関係） 様式第56号（第76条関係） 
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       第３区             第３区       
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   ［略］    ［略］  

 様式第92号（第152条関係） 様式第92号（第152条関係） 



 ［略］ ［略］ 

 注 「第 区」には「第一区」から「第四区」まで、「何

選挙区」には、岩手県議会議員選挙の選挙区名を表示し

てください。 

注 「第 区」には「第１区」から「第３区」まで、「何

選挙区」には、岩手県議会議員選挙の選挙区名を表示し

てください。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

１ この告示は、平成29年６月27日から施行する。ただし、表２の項の改正部分は、同年７月16日から施行する。 

２ この告示（表２の項の改正部分に限る。）による改正後の岩手県選挙等執行規程の規定は、衆議院議員の選挙については平成

29年７月16日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については同月16日以後

その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、同月15日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、同月16

日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙

及び同月15日までにその期日を公示され、又は告示された選挙（衆議院議員の選挙を除く。）については、なお従前の例による

。 
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